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諮問庁：金融庁長官 

諮問日：平成３０年１月２５日（平成３０年（行情）諮問第４６号） 

答申日：令和元年７月１日（令和元年度（行情）答申第９３号） 

事件名：特定事件番号の審判事件における課徴金に係る事実に関連して外国当

局との間で交わされた文書等の不開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の２に掲げる本件対象文書１ないし本件対象文書３（以下，順に

「本件対象文書１」ないし「本件対象文書３」という。）につき，その全

部を不開示とした決定については，本件対象文書１及び本件対象文書２の

全部を不開示としたことは，妥当であるが，本件対象文書３の全部を不開

示としたことは，理由の提示に不備がある違法なものであり，取り消すべ

きである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２９年７月５日付け金総第４７５

４号により金融庁長官（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行っ

た不開示決定（以下「原処分」という。）を取り消し，開示を求める。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである（なお，意見書及び資料の内容は省略する）。 

（１）不開示の理由について 

   本決定通知書によると，別紙の１に掲げる文書１ないし文書４（以下，

順に「文書１」ないし「文書４」といい，併せて「本件請求文書」とい

う。）は「公にすることを前提としていない機微にわたる情報が記載さ

れており，当該文書を公にすると，我が国はこのような文書を公にして

いるとの不信を抱かれ，諸外国が我が国に対して有している信頼を損な

い，我が国と諸外国における金融行政に関する各種情報の交換や率直な

意見交換を困難にするおそれがある」ことから，法５条３号に該当する

ため，不開示とされている。 

（２）不開示の理由がないこと 

  ア 文書１ないし文書３について 

（ア）法５条３号の不開示情報の意義について 

法５条３号は，「公にすることにより，…他国若しくは国際機関
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との信頼関係が損なわれるおそれ…があると行政機関の長が認める

ことにつき相当の理由がある情報」を不開示情報としているが，か

かる「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」と

は，公にすることにより，他国又は国際機関（以下「他国等」とい

う。）との間で，相互の信頼に基づき保たれている正常な関係に支

障を及ぼすようなおそれをいい，公にすることにより，他国等との

取決め又は国際慣行に反することとなる，他国等の意思に一方的に

反することとなる，他国等に不当に不利益を与えることとなるなど，

我が国との関係に悪影響を及ぼすおそれがある情報がこれに該当す

ると考えられている。具体的には，①他国等により，公開を前提と

せずに提供された情報，②他国等との間で不公表が申し合わされて

いる情報，③関係する他国等の国際的な地位を低下させる，その安

全が害される等の不利益を不当に与えるおそれのある情報，④公開

することが他国等の意思や国際慣行に反し，我が国に対して有して

いる信頼を傷つけることとなるおそれのある情報，⑤他国等に対す

る我が国の見解に関する情報であって，公開することにより，当該 

他国等と我が国の信頼関係を損なうおそれのあるもの等が挙げられ

ている。 

一般に，法５条３号に該当し得る情報の典型としては防衛・外交

に関する情報が挙げられるが，これらには，その性質上，開示・不

開示の判断に高度な政策的・専門的判断が伴うこと等の特殊性があ

ることから，法５条３号に該当するか否かの判断においては，行政

機関に一定の裁量が認められるとされている。もっとも，「他国若

しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」（他国等との間

で相互の信頼に基づき保たれている正常な関係に支障を及ぼすよう

なおそれ）という要件は抽象的なものであり，およそ他国等との間

で交わされた情報はすべて同号に該当するとされるおそれがあるこ

とから，同号に該当するという場合には，当該情報の内容，性質等

を踏まえて，「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるお

それ」があるという合理的な根拠がなければならないというべきで

ある。この点については，東京高判平成２６年７月２５日裁判所Ｈ

Ｐにおいても，「不開示情報を定める同条３号…において行政機関

の長が上記各おそれがあると認めることにつき相当の理由があるこ

とを要することとしている趣旨に鑑みれば，…『相当の理由があ

る』といえるかどうかについていえば，…に関する事実を総合的に

踏まえて，他国又は国際機関との上記おそれの根拠があると合理的

に判断することができる場合であることを要するものと解するのが

相当である。」と判示している。 
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（イ）法５条３号の該当性に関する答申について 

   「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」があ

るとして法５条３号への該当性を認めた答申としては，我が国と他

国との間の会議・会談の内容が記録された文書等の公開の可否が問

題となったものが多くある（平成１３年度（行情）答申第１６６号，

平成１４年度（行情）答申第３６０号，平成１４年度（行情）答申

第３３９号，平成１５年度（行情）答申第７８６号等）。これらの

答申は，このような会議・会談記録には我が国と他国等との関係や

外交問題等に関する両国の率直な意見交換等が記載されており，こ

れを公開すると当該他国等との信頼関係が損なわれたり，率直な意

見交換が阻害されたりするおそれがあること等を主な理由として，

開示請求に係る文書等の同号への該当性を認めている。他方で，客

観的な事実の経緯・概要，計量化された統計的な数値，既に公表さ

れた事実等については，これを公開したとしても他国等との信頼関

係を損なうおそれがあるとは認められないとして，同号への該当性

が否定されている。 

金融庁に関係する答申としては，金融再生委員会又は同委員長が

米国財務副長官から受け取った書簡の法５条３号への該当性が問題

となったものがある。この答申では，情報公開・個人情報保護審査

会は，「…各国の政策決定者による外国の金融情勢についての評価

等は，市場に伝わったときの影響が極めて大きい等の理由から，高

度な機密性を有しているものである。そのため，こうした緊密な情

報や意見の交換のため我が国と諸外国の金融当局間で交わされた書

簡等は，当事者間で公にすることにつき事前の了解がない限り，国

際慣行上，公にされることは想定されていないものである。」，

「（書簡）には金融行政に関する高度な政策的・専門的事項につい

ての広範かつ具体的な記述があり，さらに，公にすることを前提と

していない機微にわたる情報が記載されていると認められ，…こう

したことを考慮すれば，米国政府関係者の率直な意見が記載された

本件対象文書〔注：書簡〕を公にすると，…諸外国が我が国に対し

て有している信頼を損ない，我が国と諸外国間における金融行政に

関する各種情報の交換や率直な意見交換を困難にするおそれがある

ことは明らかである。」と述べ，当該書簡の同号への該当性を認め

ている。この答申についても，同号への該当性を認めた上記の答申

と同様に，内容が各国の政策決定者による外国の金融情勢について

の評価や金融行政に関する高度な政策的・専門的事項であること及

び他国の政府関係者の率直な意見が記載されていることを理由とし

て挙げている。 
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このように，過去の答申において「他国若しくは国際機関との信

頼関係が損なわれるおそれ」があるとして法５条３号への該当性が

認められたものは，客観的な事実・概要，統計的な数値，既に公表

された事実等が記載されているに過ぎないものではなく，我が国と

他国との関係，外交問題，我が国又は他国の行政・情勢等に関する

評価，率直な意見等が記載された文書等である。そして，特定の私

人ないし私的組織に関する事実又は評価を内容とする文書等が法５

条３号に該当すると判断した答申は不見当である。そもそも，この

ような特定の私人ないし私的組織に関する事実又は評価を内容とす

る文書等は，我が国と他国との関係，外交問題，我が国又は他国の

行政・情勢等に関する評価，率直な意見等を内容とするものとは明

らかに性質を異にしており，このような文書等が公開されたとして

も「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」はあ

り得ないため，同号には該当し得ないというべきである。 

（ウ）本件について 

      文書１ないし文書３としては，いずれも他国の金融情勢に関する

評価や金融行政に関する高度な政策的・専門的事項に関する率直な

意見を内容とするものではなく，「審査請求人の代表者」及び「審

査請求人」といった特定の私人ないし私的組織に関する事実又は評

価が記載されたものが想定されている。これらの文書等の中には，

外国当局から金融庁が受領した文書等も含まれ得るものの，これに

は特定の私人ないし私的組織に関する事実又は評価が記載されてい

ることが想定されていることからすると，金融再生委員会又は同委

員長が米国財務副長官から受け取った書簡（平成１４年度（行情）

答申第１０８号）とは明らかに内容が異なり，「…高度な機密性を

有しているもので…そのため，…当事者間で公にすることにつき事

前の了解がない限り，国際慣行上，公にされることは想定されてい

ないもの…」，「…金融行政に関する高度な政策的・専門的事項に

ついての広範かつ具体的な記述があり，さらに，公にすることを前

提としていない機微にわたる情報が記載されている」とはいい得な

い（上記（ア）の①ないし⑤に該当しない）。そのため，これを公

開したとしても我が国と他国等との相互の信頼に基づき保たれてい

る正常な関係に支障を及ぼすようなおそれはない。また，特に文書

１ないし文書３のうち金融庁が作成して外国当局に提供したもの

（つまり，外国当局から受領したものではないもの）については，

およそ上記（ア）の①ないし⑤に該当し得ず，これを公開したとし

ても，我が国と他国等との相互の信頼に基づき保たれている正常な

関係に支障を及ぼすようなおそれは存在し得ない。 
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現に証券取引等監視委員会も，「本件については，英国金融行為

規制機構（Financial Conduct Authority）…より支援がなされて

いる。」，「審査請求人による相場操縦事案については英国金融行

為規制機構（Financial Conduct Authority）と…緊密に協力・連

携した結果，課徴金納付命令勧告に至ったものである。」として，

他国の金融規制当局との間での協力・連携について，公表している。

このことは，上記のおそれが存在しないことを自ら認めているに等

しいものである。 

したがって，文書１ないし文書３は，これを公開したとしても

「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」はなく，

法５条３号に該当しない。 

   イ 文書４について 

     法５条３号の「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるお

それ」がある情報としては，上記ア（ア）の①ないし⑤のものが挙

げられるが，文書４は，金融庁と外国当局との間で交わされたもの

以外の「審査請求人の代表者」又は「審査請求人」の単語が含まれ

ている金融庁内の一切の文書，図画又は電磁約記録（電子メールを

含むが，これに限られない。）であり，基本的に，金融庁が保有す

る，他国等とは関係なく金融庁その他の我が国の関係当局が作成し

た文書等が想定されている。このような他国等から提供されたので

はなく金融庁その他の我が国の関係当局が独自に作成した文書等は，

上記ア（ア）の①，②又は④に該当し得ず，これを公開したとして

も，我が国と他国等との信頼関係を損なうものとはなり得ない。ま

た，このような文書等に記載されている内容としては，「審査請求

人の代表者」又は「審査請求人」といった特定の私人ないし私的組

織に関するものが想定されているのであって，上記ア（ア）の③又

は⑤のような公開すると他国等との信頼関係が損なわれるおそれが

あるような内容のものではない。そのため，文書４を公開したとし

ても，我が国と他国等との相互の信頼に基づき保たれている正常な

関係に支障を及ぼすとはいえない。 

したがって，文書４は，これを公開したとしても「他国若しくは国

際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」はなく，法５条３号に該

当しない。 

（３）結語 

以上のとおり，本件請求文書は，いずれも法５条３号に定める「他国

若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」がある情報には該

当しないため，本件請求文書の開示を求める。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 
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   審査請求人が，平成２９年６月２日付け（同月５日受付）で，処分庁に

対して行った行政文書開示請求（以下「本件開示請求」という。）に関し，

処分庁が，法９条２項に基づき，同年７月５日付け金総第４７５４号にお

いて行政文書不開示決定処分（原処分）をしたところ，これに対し審査請

求があったが，以下のとおり，原処分を維持すべきものと思料する。 

 １ 本件開示請求に係る行政文書について 

   本件開示請求に係る行政文書は，本件請求文書である。 

 ２ 原処分について 

   処分庁は，本件対象文書１ないし本件対象文書３及び別紙の２に掲げる

本件対象文書４（以下「本件対象文書４」といい，本件対象文書１ないし

本件対象文書３と併せて「本件対象文書」という。）には，公にすること

を前提としていない機微にわたる情報が記載されており，当該文書を公に

すると，我が国はこのような文書を公にしているとの不信を抱かれ，諸外

国が我が国に対して有している信頼を損ない，我が国と諸外国における金

融行政に関する各種情報の交換や率直な意見交換を困難にするおそれがあ

ることから，法５条３号に該当するものとして，これを不開示とした。 

３ 原処分の妥当性について 

（１）本件対象文書について 

本件対象文書１及び本件対象文書２は，特定事件番号Ａ金融商品取引

法違反事件（以下「特定事件Ａ」という。）及び特定事件番号Ｂ金融商

品取引法違反事件（以下「特定事件Ｂ」という。）における課徴金に係

る事実に関連して金融庁と外国当局との間で交わされた文書等である。 

本件対象文書３は，本件対象文書１及び本件対象文書２以外の金融庁

と外国当局との間で交わされた審査請求人の代表者又は審査請求人の単

語が含まれている文書等である。 

本件対象文書４は，金融庁が保有する，他国等とは関係なく金融庁そ

の他の我が国の関係当局が作成した文書等が想定されているところ，審

査請求人の代表者及び審査請求人は金融庁の監督対象ではなく，審査請

求人が対象となった審判事件に関連する文書を除き，処分庁において，

本件対象文書４に該当する文書を作成，取得はしておらず，保有してい

ない。 

なお，これらについては，特定した文書の名称や日付，数量を具体的

に明らかにすることなく不開示決定を行っている。 

（２）本件対象文書１ないし本件対象文書３の不開示事由該当性について 

  ア 法５条３号への該当性 

金融庁と諸外国における当局との情報のやり取りについては，一般

に，個別具体的なやり取り自体を明らかにしないとの信頼関係を前

提として行われるところ，本件対象文書１ないし本件対象文書３の
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内容を公にした場合，情報のやり取りを行った外国当局の信頼を一

方的に裏切ることとなり，当該やり取りが公にされないであろうと

する当該外国当局の期待を大きく害することとなる。 

特に，本件対象文書１ないし本件対象文書３は，金融商品取引法違

反審判事件における課徴金に係る事実に関連して金融庁と外国当局

との間で交わされた文書等，また，当該審判事件に関連する審査請

求人の代表者又は審査請求人の単語が含まれている文書等であると

ころ，課徴金に関する調査に関連して行われる外国当局とのやり取

りについては，行政処分のための調査の一環として行われるもので

あり，このような調査に関連するやり取りについては，上記の一般

論を超えて，特に保秘の必要性が高いものであり，通常およそ公に

されることは想定されていない。 

この点，金融庁は，証券監督者国際機構（ＩＯＳＣＯ）が策定した

枠組みである各国証券監督当局間の協議・協力及び情報交換に関す

る 多 国 間 覚 書 （ Multilateral Memorandum of Understanding 

concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of 

Information）（以下「ＭＭｏＵ」という。）の署名当局となってい

る。そして，ＭＭｏＵ１０条によれば，ＭＭｏＵにより提供を受け

た非開示情報及び非開示文書の利用については，原則として情報提

供依頼に係る法律・規則の遵守を確保するためなど一定の目的の範

囲内でのみ認められ，当該目的以外に情報を利用するときは，情報

提供当局の同意を得なければならないとされており，また，同１１

条によれば，いずれの当局においてもＭＭｏＵによる情報提供依頼

及びその内容等は原則として機密扱いとし，ＭＭｏＵにより入手し

た非公開情報及び非開示文書は原則として公にしないとされている

など，ＭＭｏＵに基づく情報交換の内容については，秘匿性を確保

することが前提となっている。すなわち，ＭＭｏＵに基づく情報に

ついては，原則として，当局にのみ開示されるものであり，情報収

集活動等の有無及びその進捗のほか，当局間の個別具体的なやり取

り自体が，一般に公表されないことを当然の前提として，情報提供

依頼及び積極的な情報提供が行われている。このように，証券監督

当局間において行政処分を前提とするやり取りについては，公にさ

れないとの信頼を前提として情報交換が行われることは，上記ＭＭ

ｏＵの各規定においても前提となっているものである。 

以上述べたとおり，本件対象文書１ないし本件対象文書３について

は，外国当局との個別具体的なやり取りが公にされないとの信頼関

係を前提として情報交換が行われたものであるところ，本件対象文

書１ないし本件対象文書３を公にすれば，当該外国当局，ひいては
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他の諸外国からも，我が国ではこのような文書を公にしているとの

不信を抱かれ，当該外国当局及びその他の諸外国が我が国に対して

有している信頼を損なうこととなり，我が国との金融行政や行政処

分に関する各種情報の交換や率直な意見交換を困難にするなど当該

外国当局及びその他の諸外国との正常な関係に悪影響を及ぼすおそ

れがある。 

そして，原処分においては，特定した文書の名称や日付，数量を具

体的に明らかにすることなく不開示決定を行っているところ，これ

らを明らかにすれば，当該外国当局との情報交換の時期や頻度，そ

の内容等が推測され，これによっても，上記悪影響が生じるおそれ

がある。 

よって，本件対象文書１ないし本件対象文書３は，いずれも法５条

３号に該当する。 

イ 法５条６号への該当性 

本件対象文書１ないし本件対象文書３の内容を明らかにすれば，金

融庁が行う行政処分に関して，外国当局を通じた個別事案に対する

調査・検査・監督権限の行使又は権限行使に向けた情報収集活動等

の内容及びその進捗のほか，情報収集能力，情報収集手法等が明ら

かとなることで，調査・検査・監督権限の行使を逃れるための不当

な行為を誘発するなど，適正な法律の執行に支障を及ぼすおそれが

ある。 

加えて，上記アのとおり，本件対象文書１ないし本件対象文書３の

内容を明らかにすれば，当該外国当局及びその他の諸外国が我が国

に対して有している信頼を損なうこととなり，我が国との金融行政

に関する各種情報の交換や率直な意見交換を困難にする結果，クロ

スボーダーで行われる金融商品取引法違反嫌疑事案の調査・検査等

において十分かつ必要な情報が入手できないなど金融庁や証券取引

等監視委員会（以下「監視委」という。）が行う調査・検査・監督

業務等において正確な事実の把握が困難となるおそれがある。 

よって，本件対象文書１ないし本件対象文書３は，法５条６号柱書

き又はイにも該当する。 

ウ 審査請求人の主張に対する反論 

審査請求人は，文書１及び文書２においては，監視委により他国の

金融規制当局との間での協力・連携について公表されており，他国

等と我が国の信頼関係を損なうおそれはないと主張する。 

しかし，上記公表は，同種課徴金事案抑止のため一般予防の観点か

ら，当該外国当局の名称及び協力・連携があった旨を記載している

にとどまる。上記アで述べたとおり，外国当局との間で協力・連携
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が行われることがあり得ること自体は，ＩＯＳＣＯのホームページ

等でも明らかとなっているが，それを超えて，当該外国当局との個

別具体的なやり取りまで一般に公表することは想定されていない。

単に協力・連携があった旨を公表することと，外国当局と金融庁と

の個別具体的なやり取りまで明らかにすることとは異なる問題であ

る。 

よって，審査請求人の上記主張は，本件対象文書１及び本件対象文

書２の内容まで開示すべき理由とはなりえないから，失当である。 

 ４ 結語 

   以上のとおり，原処分は妥当であると認められることから，諮問庁は，

これを維持するのが相当であると思料する。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成３０年１月２５日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年２月７日      審議 

   ④ 同月２６日       審査請求人から意見書及び資料を収受 

   ⑤ 令和元年５月２３日   本件対象文書１ないし本件対象文書３の

見分及び審議 

   ⑥ 同年６月６日      審議 

   ⑦ 同月１３日       審議 

   ⑧ 同月２７日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

  本件開示請求は，本件請求文書の開示を求めるものであり，処分庁は本

件対象文書の全部を法５条３号に該当するとして不開示とする原処分を行

った。 

  これに対し，審査請求人は，本件請求文書の開示を求めているところ，

諮問庁は，本件対象文書１ないし本件対象文書３について，不開示理由に

法５条６号柱書き及びイを追加した上で，原処分を妥当とし，本件対象文

書４については，不存在であると不開示理由を変更した上で，原処分を妥

当としていたものの，本件開示請求書の記載のみでは特定が不十分である

として，平成３０年１０月９日付け金総政第２１３３号により原処分のう

ち本件対象文書４に係る部分を取り消している。 

そこで，以下，本件対象文書１ないし本件対象文書３の見分結果を踏ま

え，本件対象文書１ないし本件対象文書３に係る原処分の妥当性について

検討する。 

２ 原処分の妥当性について 
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（１）本件対象文書１及び本件対象文書２について 

ア 本件対象文書１及び本件対象文書２は，特定事件Ａ及び特定事件Ｂ

における課徴金に係る事実に関連して，ＭＭｏＵに基づき金融庁と外

国当局が行った情報提供，支援要請及び当該支援要請に対する回答に

係るやり取りが記載された文書や当該情報提供，支援要請及び回答の

詳細かつ具体的な内容が記載された文書であることが認められる。 

イ 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，金融庁と外国当局にお

ける本件対象文書１及び本件対象文書２の取扱いについて改めて確認

させたところ，諮問庁は次のとおり説明する。 

（ア）ＭＭｏＵに基づく情報提供依頼及びその内容等は原則として機密

扱いとされ，ＭＭｏＵに基づき入手した非公開情報及び非開示文書

は原則として公にしないとされているなど，ＭＭｏＵに基づく情報

交換の内容については，秘匿性を確保することが前提となっている。 

（イ）そして，本件対象文書１及び本件対象文書２についても，上記前

提を踏まえた上で，外国当局から，特定事件Ａ及び特定事件Ｂにお

ける課徴金納付命令に関し支援を得た旨の情報のみについては公表

しても問題ないとの同意を得たものである。 

ウ 当審査会においてＭＭｏＵを確認したところ，次のとおり認められ

る。 

（ア）ＭＭｏＵ１０条は，提供された情報の利用範囲について規定して

おり，同条（ａ）には，ＭＭｏＵに基づく支援要請に応じて提供さ

れる文書及び情報は，当該支援要請に係る目的に限って利用するこ

とができる旨記載されている。同条（ｂ）には，要請当局が，当該

支援要請に係る目的以外のために当該提供された情報を利用しよう

とする場合には，被要請当局の同意を得なければならない旨記載さ

れている。 

（イ）ＭＭｏＵ１１条は，秘密保持義務について規定しており，同条

（ａ）には，ＭＭｏＵに基づく要請，当該要請の内容，協議及び要

請されない支援などＭＭｏＵに基づき発生するいかなる事柄につい

ても秘密扱いとなる旨記載されている。同条（ｂ）には，要請当局

はＭＭｏＵに基づき提供された文書及び情報は開示しないこととな

るが，法律的に強制力のある要求に応える場合には，当該開示しな

いこととすることからは除かれる旨記載されている。そして，その

場合には，要請当局は，被要請当局に対し，法律的に強制力のある

要求への対応による適切な開示であることを主張する旨記載されて

いる。 

エ 法５条は，開示請求に係る行政文書に同条各号に掲げる不開示情報

のいずれかが記録されている場合を除き，当該行政文書を開示しなけ
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ればならない旨規定している。そうすると，同条各号に該当する場合

は，ＭＭｏＵ１１条（ｂ）に規定する法律的に強制力のある要求に該

当するとはいえず，要請当局がＭＭｏＵに基づき提供された文書及び

情報を例外的に開示する場合には該当しないと解される。 

オ そして，本件対象文書１及び本件対象文書２には，ＭＭｏＵに基づ

き作成及び入手した機微な情報が記載されていることが認められ，金

融庁において，外国当局から上記イ（イ）のとおりの限度でのみ同意

を得ていることに鑑みれば，本件対象文書１及び本件対象文書２の一

部であっても，これを公にした場合，外国当局，ひいては他の諸外国

からも，我が国ではこのような文書を公にしているとの不信を抱かれ，

当該外国当局及びその他の諸外国が我が国に対して有している信頼を

損なうこととなり，我が国との金融行政や行政処分に関する各種情報

の交換や率直な意見交換を困難にするなど当該外国当局及びその他の

諸外国との正常な関係に悪影響を及ぼすおそれがあることは否定し難

い。 

  なお，特定した文書の名称，日付及び数量等からだけでも，情報提

供及び支援要請等の時期，頻度及び進捗状況等が容易に推測できるこ

とから，これを公にすることにも上記のおそれがあることは否定でき

ない。 

カ したがって，本件対象文書１及び本件対象文書２は，これを公にす

ることにより，他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそ

れ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると

行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，    

法５条３号に該当し，同条６号柱書き及びイについて判断するまで

もなく，不開示としたことは妥当である。 

（２）本件対象文書３について 

ア 本件対象文書３は，本件対象文書１及び本件対象文書２以外の金融

庁と外国当局との間で交わされた審査請求人の代表者又は審査請求人

の単語が含まれている一切の文書，図画又は電磁的記録である。 

イ 当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件対象文書３の特定

の経緯等について改めて確認させたところ，諮問庁は次のとおり説明

する。 

（ア）一般論として金融庁が締結・署名している情報交換の枠組み・取

決めは，ＭＭｏＵのほかにも複数存在しており，また，情報交換の

枠組み・取決めを用いずに，外国当局と文書を交わすことがないと

はいい切れないものの，文書３に係る請求は，審査請求人の代表者

及び審査請求人について，金融庁が，特定事件Ａと特定事件Ｂ以外

の課徴金の対象となる金融商品取引について，外国当局と情報交換



 

 12 

をしたことに関する情報の開示を求める趣旨でなされたものと解さ

れるところ，このような金融商品取引に関わる法人・個人について

外国当局と情報交換をするに当たっては，ＭＭｏＵの枠組みを用い

るのが一般的と考えられることから，ＭＭｏＵの枠組みを用いた文

書の範囲内において探索することにより，特定することは可能であ

ると判断し，本件対象文書３を特定の上，開示の可否を判断した。 

（イ）本件対象文書３は，本件開示請求書の「請求する行政文書の名

称等」欄に記載された文書（文書３）の記載内容を引き写したも

のであるが，その請求趣旨につき，開示請求者に対して確認や求

補正は行っておらず，上記（ア）の内容も説明していない。 

ウ 当審査会において，本件開示請求書の「請求する行政文書の名称

等」欄の記載を確認したところ，別紙の１のとおりの記載が認められ

るにとどまり，そうすると，文書３は，ＭＭｏＵの枠組みを用いたか

否かに関わらず，金融庁が外国当局との間で交わした文書のうち，文

書１及び文書２に該当するものを除き，審査請求人の代表者の氏名又

は審査請求人の名称が記載された文書の全てと解するのが相当である。 

エ 本件対象文書３についてみると，本件対象文書１及び本件対象文書

２とは異なり，その表示された文書名からは，金融庁と外国当局が交

わした文書等がどのような趣旨で作成・取得等されたものであるのか，

どのような文書が含まれるのかが不明である。 

また，不開示とされた理由についてみても，「本件対象文書には，

公にすることを前提としていない機微にわたる情報が記載されてお

り，当該文書を公にすると，我が国はこのような文書を公にしてい

るとの不信を抱かれ，諸外国が我が国に対して有している信頼を損

ない，我が国と諸外国における金融行政に関する各種情報の交換や

率直な意見交換を困難にするおそれがある」と抽象的に記載されて

いるにとどまっており，上記イ（ア）のとおり判断し特定した旨の

記載は認められない。 

そうすると，本件不開示決定通知書の理由の記載内容からは，特定

した文書がなぜ不開示となるのか，理由との関連性が明らかとなっ

ているとはいえず，さらに，上記イ（イ）のとおり，開示請求者へ

の説明等を行っていないことに鑑みれば，本件対象文書３に係る原

処分における理由の提示は，開示請求者において，いかなる行政文

書について，どのような理由で不開示とされたのかが了知し得るも

のであるとはいえない。 

オ 以上を踏まえると，本件対象文書３に係る原処分は，行政手続法８

条１項に規定する理由の提示の要件を欠くといわざるを得ず，開示請

求に係る行政文書の全部を開示しないときには，当該決定をした旨を
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書面により通知しなければならないとする法９条２項の趣旨及び行政

手続法８条１項に照らし，違法であるので，不開示情報該当性につい

て検討するまでもなく，取り消すべきである。 

  なお，文書３については，上記ウのとおりの解釈となるのであるか

ら，これに該当する文書を特定するためには，金融庁が保有する個人

及び法人に関して外国当局との間で交わされた多種多様な文書の全て

について，審査請求人の代表者の氏名又は審査請求人の名称の記載の

有無の確認を１件ずつ行わなければならないことから，本件開示請求

書の記載のみでは，金融庁のどの部署におけるどのような業務に関す

る文書を請求するのかが不明であり，開示請求者が求める行政文書が

他の行政文書と識別できる程度に特定されていると認めることはでき

ず，これを特定するに足りる補正がされない限り，形式上の不備があ

ると認められる。 

  そして，処分庁は，上記イ（イ）のとおり，開示請求者に対し，法

４条２項の規定に基づく求補正や開示請求内容の確認等を行っていな

いとのことであるから，文書３について，開示請求する行政文書の名

称等について補正を求めるべきである。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書１ないし本件対象文書３につき，その全

部を法５条３号に該当するとして不開示とした決定について，諮問庁が，

同条３号並びに６号柱書き及びイに該当することから不開示とすべきとし

ていることについては，本件対象文書１及び本件対象文書２は，同条３号

に該当すると認められるので，同条６号柱書き及びイについて判断するま

でもなく，不開示としたことは妥当であるが，本件対象文書３を不開示と

したことは，その理由の提示に不備がある違法なものであり，取り消すべ

きであると判断した。 

（第４部会） 

  委員 山名 学，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子  
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別紙 

 

１ 本件請求文書 

  文書１ 特定事件番号Ａ金融商品取引法違反審判事件（特定事件Ａ）にお

ける課徴金に係る事実に関連して金融庁と外国当局との間で交わさ

れた一切の文書，図画又は電磁的記録（電子メールを含むが，これ

に限られない。以下同じ。） 

文書２ 特定事件番号Ｂ金融商品取引法違反審判事件（特定事件Ｂ）にお

ける課徴金に係る事実に関連して金融庁と外国当局との間で交わさ

れた一切の文書，図画又は電磁的記録 

文書３ 上記文書１及び文書２以外の金融庁と外国当局との間で交わされ

た「審査請求人の代表者」又は「審査請求人」の単語が含まれてい

る一切の文書，図画又は電磁的記録 

文書４ 上記文書１ないし文書３以外の「審査請求人の代表者」又は「審

査請求人」の単語が含まれている金融庁内の一切の文書，図画又は

電磁的記録（但し，以下（１）乃至（６）に掲げるものを除く。） 

（１）特定事件Ａ又は特定事件Ｂの準備書面，証拠説明書，書証，

審判調書，課徴金納付命令決定書，審判官指定通知書，文書送

付時の受領書，出廷者カードその他のこれらの事件の審判手続

において作成され，かつ，被審人代理人が提出した又は被審人

代理人が受領した若しくは開示を受けた文書，図画又は電磁的

記録 

（２）特定事件Ａ又は特定事件Ｂを担当する審判官及び指定職員の

指定手続において作成された文書，図画又は電磁的記録 

（３）特定事件Ａ又は特定事件Ｂの審判期日の開催及びこれらの事

件における課徴金納付命令決定の事実を金融庁のホームページ

において公表するための手続において作成された文書，図画又

は電磁的記録 

（４）特定事件Ａ又は特定事件Ｂにおける課徴金に係る納付告知書 

（５）特定事件Ａ又は特定事件Ｂにおける課徴金に係る課徴金原票 

（６）特定事件Ａ又は特定事件Ｂの審判期日の開催に伴う警備員，

速記業者に対する金銭の支払いに関して作成された文書，図画

又は電磁的記録 

 

２ 本件対象文書 

  本件対象文書１ 特定事件番号Ａ金融商品取引法違反審判事件（特定事件

Ａ）における課徴金に係る事実に関連して金融庁と外国

当局との間で交わされた一切の文書，図画又は電磁的記
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録（電子メールを含むが，これに限られない。以下同

じ。） 

本件対象文書２ 特定事件番号Ｂ金融商品取引法違反審判事件（特定事件

Ｂ）における課徴金に係る事実に関連して金融庁と外国

当局との間で交わされた一切の文書，図画又は電磁的記

録 

本件対象文書３ 上記本件対象文書１及び本件対象文書２以外の金融庁と

外国当局との間で交わされた「審査請求人の代表者」又

は「審査請求人」の単語が含まれている一切の文書，図

画又は電磁的記録 

本件対象文書４ 上記本件対象文書１ないし本件対象文書３以外の「審査

請求人の代表者」又は「審査請求人」の単語が含まれて

いる金融庁内の一切の文書，図画又は電磁的記録（但し，

以下（１）乃至（６）に掲げるものを除く。） 

（１）特定事件Ａ又は特定事件Ｂの準備書面，証拠説明書，

書証，審判調書，課徴金納付命令決定書，審判官指定通

知書，文書送付時の受領書，出廷者カードその他のこれ

らの事件の審判手続において作成され，かつ，被審人代

理人が提出した又は被審人代理人が受領した若しくは開

示を受けた文書，図画又は電磁的記録 

（２）特定事件Ａ又は特定事件Ｂを担当する審判官及び指定

職員の指定手続において作成された文書，図画又は電磁

的記録 

（３）特定事件Ａ又は特定事件Ｂの審判期日の開催及びこれ

らの事件における課徴金納付命令決定の事実を金融庁の

ホームページにおいて公表するための手続において作成

された文書，図画又は電磁的記録 

（４）特定事件Ａ又は特定事件Ｂにおける課徴金に係る納付

告知書 

（５）特定事件Ａ又は特定事件Ｂにおける課徴金に係る課徴

金原票 

（６）特定事件Ａ又は特定事件Ｂの審判期日の開催に伴う警

備員，速記業者に対する金銭の支払いに関して作成され

た文書，図画又は電磁的記録 


